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自立準備ホームについて

長崎保護観察所



平成２３年４月から「緊急的住居確保・自立支援対策」として、更生保護施設

 以外の宿泊場所を管理する事業者等に対し、刑務所出所者等の保護を委託す

 る制度が開始されました。

保護観察所が民間事業者等に対し、行き場のない刑務所出所者等に対する

 宿泊場所の提供や自立のための生活指導、そして必要に応じて食事の提供を

 委託するものです。

事業者が提供する宿泊場所を「自立準備ホーム」と呼んでいます。

事業者が自立準備ホームを運営するためには、保護観察所に登録する必要

  があります。

    現在、長崎保護観察所で登録している自立準備ホームは、

１０法人１７か所です。

自立準備ホームとは

緊急的住居確保・自立支援対策
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自立準備ホームの特徴

１．ＮＰＯ法人、社会福祉法人などが、それぞれの特徴を生かして自立に向け
た生活指導などを行うもので、施設や居室もさまざまな形があります。

２．施設の規則（門限、禁酒、掃除当番など）に従って生活し、仕事や貯金を
して自立を目指してもらいます。職員の指導や助言を受けながら、自立に
向けた準備を進めます。

３．自立に向けた日々の生活指導のほか、全体集会やいろいろな講習が
行われる施設もあります。例えば、飲酒による害や薬物を使用することに
よる害に関する教育や社会適応のための訓練など、安定した社会生活を
送る上で必要な知識や能力を身に付けてもらうものです。
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自立準備ホームの登録先として
社会福祉法人等が求められる理由

【高齢者・障害のある者等への支援の重要性】

・出所後２年以内再入率は全年代の中で高齢者が最も高い

・出所後５年以内に再入所した高齢者のうち，出所後６か月未満という極め  
 て短期間で再入所した者が約４割

・知的障害のある受刑者も再犯までの期間が全般的に短い傾向

社会の中で更生するためには、
高齢・障害に関する専門的知識に基づいた福祉サービス等の支援が必要です。





簡 易 版











ある人の保護を自立準備ホームに委託することについては，保護観察所と自立
準備ホームを運営する事業者とが協議した上で，保護観察所が判断します。

仮釈放者の場合













詳細は、長崎保護観察所社会復帰対策班にお問い合わせください。

〒８５０－００３３ 長崎市万才町８－１６長崎法務合同庁舎４階
               ℡：０９５－８２２－５１７５
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